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R8 六ツ美中部学区地域内交通「チョイソコおかざき」運行計画について  

１ はじめに                                           

令和６年４月１日から本格運行に移行した「チョイソコおかざき」の次年度の運行について、今年度

の運行状況などを確認し、R8六ツ美中部学区地域内交通「チョイソコおかざき」運行計画を地域協議会

である六ツ美中部学区エリアバス運営協議会にて作成したため、岡崎市地域公共交通会議において協議

する。 

⑴ 協議事項 R8 六ツ美中部学区地域内交通「チョイソコおかざき」運行計画（案）について 

⑵ 運行期間 令和８年４月１日（水）～令和９年３月 31日（水） 

⑶ 変更内容 

運賃について下記のとおり変更を行う 

変更後(R8.4～R9.3) 現況（R7.4～R8.3） 

生活エリア内：300 円 

生活エリア⇔お出かけエリア：400円 

回数券：100 円券 12 枚綴り 1,000 円 

生活エリア内：200円 

生活エリア⇔お出かけエリア：400円 

回数券：200円券 12枚綴り 2,000 円 
 

⑷ 協議状況 

令和７年 11月 28 日 令和７年度第４回六ツ美中部学区エリアバス運営協議会(※) 

令和７年 12月 10 日 令和７年度第４回岡崎市地域公共交通会議  

令和８年 ２月上旬  運賃料金協議会（書面開催） 

令和８年 ２月 ６日 令和７年度第５回六ツ美中部学区エリアバス運営協議会(※) 

令和８年 ２月 24日 令和７年度第５回岡崎市地域公共交通会議 【本日】  

 (※) 道路運送法第９条５項により、運賃料金協議会の開催前に、公聴会の開催その他の住民、利用者そ

の他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないが、六ツ美中部学区

エリアバス運営協議会の構成員には、住民、利用者、利害関係者が含まれているため、これを公聴

会とする。 

【参考】第４回岡崎市地域公共交通会議にて承認された「チョイソコおかざき」の現状の評価と今後の方針 

 乗合率、収支率及び稼働率について、基準に達している。 

 生活エリア内を運行するバス運賃（最大 260円）がチョイソコおかざきの生活エリアの運賃（200

円）を上回っている状態であり、是正に関する協議を六ツ美中部学区エリアバス運営協議会にて

行った結果、令和８年４月から 300 円とする方針を確認したため、必要な手続きを進めていく。 

 

２ 次年度の六ツ美中部学区地域内交通「チョイソコおかざき」運行計画について       

⑴ 目的 
六ツ美中部学区における「日常生活の移動手段の確保」及び「お出かけ機会の創出

による健康増進」 

⑵ 運行日時 月～金  

⑶ 運行時間 9:00～13:00 

⑷ 送迎対象 会員登録した者及びその同乗者 

⑸ 会員条件 
六ツ美中部小学校区在住者及び在勤、在学その他定期的に運行エリアへ来街され

る方で 12歳（中学生）以上の者 

⑹ 営業区域 ・生活エリア  ・お出かけエリア   

⑺ 運賃 
生活エリア内の移動：１乗車 300 円/お出かけエリアへの移動：１乗車 400 円 

回数券：100 円券 12 枚綴り 1,000 円 
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⑻ 停留所 住宅地停留所 46箇所/公共施設停留所 12箇所/事業者停留所 38箇所 

⑼ 移動ルール 

停留所間の移動のみ可能とする。 

生活エリア内については原則全ての停留所間を移動可能とする。ただし、既存バ

ス停留所 300m 圏域内どうしの移動は禁止とする。 

お出かけエリアについては生活エリアとお出かけエリアの相互移動のみ可能とす

る。 

⑽ 予約方法 電話予約（月～金）8:30～13:00 インターネット予約 24時間対応 

⑾ 運行車両 
（乗合事業 
申請車両） 

常用車両 １台 

予備車両 48 台 

車種：普通車（利用者定員：４名） 

⑿ 事業主体 岡崎市及び株式会社アイシン 

⒀ 運行事業者 岡陸タクシー株式会社 

・詳細は資料２-２ R8六ツ美中部学区地域内交通「チョイソコおかざき」運行計画（案）のとおり 

 

３ 今後について                                        

・運行事業者より一般乗合旅客自動車運送事業の申請及び許可を行う。 

・変更点については、地域、行政、事業者等で連携し、市 HP、チョイソコ通信等によって周知を行う

ものとする。 

 


